
公益財団法人にいがた産業創造機構 海外サプライチェーン強化支援事業 

実施要領 

 

（目的） 

第１条 公益財団法人にいがた産業創造機構（以下「機構」という。）の理事長（以下

「理事長」という。）は、県内企業の新型コロナウイルス感染症拡大に伴う国際的なサ

プライチェーンの見直しによる国内外における新たな供給網構築の検討及び調査に要

する経費に対し、予算の範囲内において助成金を交付するものとし、その交付に関し

ては、公益財団法人にいがた産業創造機構助成金等交付要綱（以下「交付要綱」とい

う。）に定めるもののほか、この要領の定めるところによる。 

 

（助成対象事業） 

第２条 この助成金の交付の対象となる事業（以下、「事業」という。）は、別表１に掲げ

る助成対象事業者が、国際的なサプライチェーンの見直しによる国内外における新た

な供給網構築の検討及び調査に関する事業とする。 

 

（交付基準） 

第３条 この助成金の交付の対象となる経費（以下「助成対象経費」という。）は、別表

２に掲げる経費のうち、理事長が必要かつ適当と認めるものとする。  

２ この助成金の交付額は、前項に定める助成対象経費の額の範囲内で理事長が定める額

とする。 

 

（交付の条件） 

第４条 この助成金は、次の各号に掲げる事項を条件として交付するものとする。 

(1) 事業の内容を変更（第８条に定める軽微な変更を除く。）する場合には、理事長の

承認を受けること。 

(2) 事業を中止し、又は廃止する場合には、理事長の承認を受けること。 

(3) 助成事業が予定の期間内に完了しない場合又は助成事業の遂行が困難となった場合

には、速やかに理事長に報告してその指示を受けること。 

(4) 事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を助成事業が完了した日

の属する年度の終了後５年間保存しなければならないこと。 

(5) 事業実績及び助成金交付額について、当機構のホームページ上で公表することに同

意すること。 

(6) 事業終了後３年間、助成事業成果の報告及び助成事業に関する調査に協力すること。 

 

（交付申請） 

第５条 助成金の交付を受けようとする場合は、別記第１号様式による交付申請書１部を、

理事長が別に定める期日までに理事長に提出しなければならない。ただし、交付決定

額の変更を申請しようとする場合は、別記第２号様式によるものとする。 

２ 前項の申請を行う場合には、当該助成金にかかる消費税及び地方消費税に係る仕入控

除税額を減額して交付申請しなければならない。 



（交付決定） 

第６条 理事長は前条第１項の規定による申請を受けたときは、別に定める事項について

の適合性を総合的に審査し、助成金の交付を決定する。この場合において、理事長は、

必要に応じ、有識者等の意見を求めるものとする。 

２ 理事長は、助成事業の目的を達成するために必要があるときは、助成事業の内容につ

いて修正を求め、又は条件を加えることができる。 

３ 交付決定の内容及びそれに付した条件については申請者に通知するものとし、また、

交付しないこととしたときは、その旨を申請者に通知するものとする。 

 

（変更の承認申請） 

第７条 第４条第１号の規定により理事長の承認を受けようとする場合には、別記第２号

様式による変更承認申請書を理事長に提出しなければならない。 

 

（軽微な変更の範囲） 

第８条 第４条第１号に規定する軽微な変更は、経費節減による実績減とする。 

 

（事業の中止又は廃止の承認申請） 

第９条 第４条第２号の規定により理事長の承認を受けようとする場合には、あらかじめ

別記第３号様式による申請書を理事長に提出しなければならない。 

 

（事業が予定期間内に完了しない場合等の報告） 

第10条 第４条第３号の規定により理事長の指示を求める場合には、速やかに別記第４号

様式による事業遅延等報告書を理事長に提出しなければならない。 

 

（申請の取下げ） 

第11条 助成事業者は助成金の交付決定の通知を受領した場合において、交付決定の内容

又はこれに付された条件に不服があるときは、助成金の交付決定を受けた日から20日

を経過した日までに取下げをすることができる。 

 

（実績報告） 

第12条 助成事業者は、別記第5号様式の実績報告書を、助成事業が完了した日（第９条

の規定により助成事業の廃止の承認を受けたときは、当該承認の日）から起算して10

日を経過した日又は助成金の交付決定を受けた年度の２月末日のいずれか早い期日ま

でに理事長に提出しなければならない。 

 

（検査の実施） 

第13条 理事長は、助成事業者に対し、必要に応じて中間検査及び確定検査を実施するこ

とができる。 

 

（助成金額の確定） 

第14条 理事長は、第12条の報告を受けた場合には、報告書等の書類の審査及び必要に応



じて検査を行い、実施結果が交付決定の内容及び条件に適合すると認めたときは、助

成金の額を確定し事業者に通知する。 

 

（事業計画の指定の取り消し） 

第15条 理事長は、助成対象の事業として継続することが不適当と認める場合は、交付決

定を取り消すことができる。 

 

（助成金の支払い） 

第16条 助成金の支払いを受けようとする場合には、助成金の額の確定後、別記第6号様

式による請求書を理事長に提出しなければならない。 

 

 

附則 

 この要領は、令和２年7月20日から施行する。 

 

 

 

 

 

別表１ 助成対象事業者 

新潟県内に事業所を有する中小企業者＊で、下記の全てに該当する企業 

① 現在、海外から原料・部品等を調達しており、調達先を他の国や日本国内へ

変更や追加することを検討している企業。 

② 当該助成金の申請と同一の内容について、国・県・市町村、又はそれらが設

立主体の公益法人等が補助するものの利用がない企業。 

＊「中小企業者」とは、県内に事業所を有する中小企業基本法（昭和38年法律第

154号）第２条に規定する中小企業者をいう。 

 

 

 

別表２ 助成対象経費 

 内  容 

助成対象 

経費 

サプライチェーンに関する調査費（国内外の旅費・宿泊費、コンサル

ティング費、マーケティング費、専門家謝金、資料購入費、印刷製本

費、通信運搬費 等）、翻訳通訳費、サンプル輸送費、サンプル通関

費、その他必要と認める経費 

 


